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2022年10月30日、ベトナム政府は、税務行政に関する2020年10月19日付政令126/2020/ND-CP ( 「政令126」 ) の一
部条項を修正・補足する政令91/2022/ND-CP ( 「政令91」 ) を公布しました。 政令91は2022年10月30日から有効とな

ります。

政令91の主要な内容は以下のとおりとなります。

法人税 (以下 「CIT」 ) の四半期の仮払い

• 第4四半期におけるCITの仮払い金額の総額は、確定申告時のCIT総額の80%以上でなければなりません。 従前までは

第3四半期までのCITの仮払い金額の総額は、確定申告時に支払われるCIT総額の75%を下回ってはならないとされてい
ました。

• 第4四半期 におけるCITの仮払い金額の総額が基準を満たしていない場合は 、未払い額に対する遅延利息は第4四半期の
CITの仮払い期限の翌日からカウントして計算されます。

• CITの仮払いに関する規制は、2021年の課税年度に遡って有効となります。

• 納税者が第3四半期におけるCITの仮払い金額の総額が、2021年度の確定申告時に支払うべきCIT総額の75%未満であっ

た場合、延滞支払利息が増加しないよう、政令91を適用することができます。

個人所得税 ( 「PIT」 ) 申告書提出に関する補足

• 納税者が四半期毎または月次毎のPIT申告の対象となっており、当該四半期もしくは月においてPITを源泉徴収する必要

がない場合は、当該四半期/月においてはPITの申告は不要となります。

eコマースプラットフォームからの情報提供に関する最新情報

• ベトナムにおいて事業を行っているEコマースプラットフォームサービスプロバイダは、販売者の名前、納税者番号また

は個人識別番号またはID/パスポート番号、住所、電話番号、売上収益を含むプラットフォーム上で行われるEコマース
取引の情報を提供する義務があります。

• 上記の情報は、税務当局のウェブポータルを通じて四半期毎に報告されなければなりません。

当該政令91に関する詳細なガイダンス等が今後発表されましたら、随時お知らせいたします。

政府発行の政令91/2022/ND-CPの主要な内容
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